
ご 案 内 

 

令和７年４月１日 

 

 当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

 当院は、病床として 2 階一般病棟５７床、3 階医療療養病棟４１床を有しております。また、療養

床として 4階部分に介護医療院３６床を有しております。 

  

一般病棟は地域一般入院基本料３（１５対１、看護師比率４０％以上）で運営しており、１日に８

名以上の看護職員（看護師及び准看護師）と２名以上の看護補助員が勤務しております。 

なお、時間帯ごとの配置は以下の通りです。 

※当病棟の令和６年 4 月から令和７年 3 月までの 1 年間の平均入院患者数 3７名 

・朝８時１５分～夕方４時３０分まで、看護職員一人当たりの受け持ち数は８名以内、看護補助者一

人当たりの受け持ち数は３７名以内です。 

・夕方４時３０分～朝８時１５分まで、看護職員一人当たりの受け持ち数は１９名以内、看護補助者

一人当たりの受け持ち数は３７名以内です。 

 受け持ちする人数は曜日等によって変動があります。 

 

医療療養病棟は療養病棟入院基本料１（20 対１、看護師比率２０％以上）で運営しており、１日に

４名以上の看護職員（看護師及び准看護師）と看護補助員が勤務しております。 

なお、時間帯ごとの配置は以下の通りです。 

※当病棟の令和６年 4 月から令和７年 3 月までの 1 年間の平均入院患者数２７名 

・朝８時１５分～夕方４時３０分まで、看護職員と看護補助者の一人当たりの受け持ち数は、それぞ

れ９名以内です。 

・夕方４時３０分～朝８時１５分まで、看護職員と看護補助者の一人当たりの受け持ち数は、それぞ

れ２７名以内です。 

 受け持ちする人数は曜日等によって変動があります。 

 

介護医療院につきましては、別に掲示しております。 

 

 当院は以下の施設基準に適合している旨の届出を厚生労働省東北厚生局長に行っております。 

・地域一般入院基本料３          ・看護補助加算２ 

・療養病棟入院基本料１          ・療養病棟療養環境加算２ 

・入院時食事療養（Ⅰ）          ・薬剤管理指導料 

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影         ・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） 

・運動器リハビリテーション料（Ⅱ）    ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・がん治療連携指導料           ・診療録管理体制加算３ 

・データ提出加算             ・認知症ケア加算３ 

・入院ベースアップ評価料         ・外来在宅ベースアップ評価料 

 

 当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕

方については午後６時以降）・適温で提供しております。併せて、医師の発行する「食事箋」による特

別食、及び予め定められた日に複数の献立から選べるメニューによる食事療法を行っております。 
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